
第２章　本市を取り巻く変化第１部 総　論

７　効果効率的な行財政運営・高度情報ネットワーク化等への対応

» 全国的に人口減少が進む中、地方財政は厳しい状況にありますが、本市の財政状況は
比較的バランスがとれており、現在の水準を維持しながら、計画的に事業を実施する
ことにより、財政の健全性を維持・強化していくことが求められます。

» 市の保有する公共施設の約４割が昭和40年代後半から50年代に建設されており、
今後それらの施設が更新時期を迎え、財政的に大きな負担となることが懸念されて
います。施設の更新費用を軽減し、平準化を図るためには、長期的かつ経営的な視点
で、施設の長寿命化対策を行い、施設の処分、統廃合についても検討、実施する必要が
あります。

限られた行政資源の中で多様化する行政需要に対応する必要があります。

» 新型コロナウイルス感染症対応に伴う国の支援策等の実施を通じ、一部の手続きに
遅れや混乱が生じるなど、行政分野におけるデジタル化、オンライン化の遅れが喫緊
の課題となっています。本市においても、ポストコロナ時代の「新たな日常」を見据え、
行政手続きのオンライン化や電子処理化等の取組を迅速に進める必要があります。

» 新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、テレワークや遠隔教育などのリモート
サービスの活用・定着が進むとともに、働き方を見直したり、地方移住を前向きに考
える人が増えています。こうした機運をチャンスと捉え、移住・定住促進施策の強化・
充実を図るとともに、居住地としての本市の魅力を高め、効果的な情報発信に努める
必要があります。

急速に進む高度情報ネットワーク等へ対応する必要があります。



第１章　将来像第２部 基本構想

第１章

将来像
１　将来都市像と計画の推進

　これからの新居浜市の目指すべき姿を示すものとして、第六次長期総合計画の将来像を次
のとおり定めます。

将来都市像

－豊かな心で幸せつむぐ－

人が輝く　あかがねのまち　にいはま

参考：新居浜市人口ビジョン（平成27年）における目標人口の前提条件

目標人口

本市における人口の将来展望

　「豊かな自然や別子銅山の近代化産業遺産群」な
どに包まれ、市民みんなが心の豊かさを実感でき
るまちを目指します。また、その豊かさ・幸せを次
の世代に引き継ぎます。

２　目標人口

　平成27年に策定した新居浜市人口ビジョンにおいて、今後、合計特殊出生率※と社会増減の
改善を図ることにより、令和22年（2040年）まで人口10万人を維持し、令和42年（2060
年）に90,000人の人口を維持することを目標としています。
　このため、第六次長期総合計画における目標人口は、新居浜市人口ビジョンの目標人口及び
国立社会保障・人口問題研究所準拠の推計人口を共に満足する水準の111,000人とします。

合計特殊出生率 国の長期ビジョンを参考とし、出生率の上昇を前提 
10年間で0.1ずつ上昇し、2060年に2.3を達成

社会増減

2030年に転出者数と転入者数が均衡
【転入】20代、30代の転入をＵターン促進などにより段階的に増加 
【転出】進学などに伴う10代の転出は社人研推計に準拠 
　　　その他の年齢層の転出は定住促進により50％減少
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実績値 推 計 値

第六次新居浜市長期総合計画における目標人口は111,000人とします。
（目標年：令和12年（2030年））119,903

110,529

108,608

98,282

86,326

98,473

90,000

118,848

国立社会保障・人口問題研究所準拠の人口推計（平成31年）
新居浜市人口ビジョンにおける目標人口推計（平成27年）

“豊かな心で幸せつむぐ”とは

　本市は、「ずっと新居浜に住
んでいる人」、「移住してきた
人」、「Ｕターンしてきた人」が
概ね1/3ずつを占めています。
さまざまな居住歴をもつ市民
がひとつになり、「未来を担う
人づくり」や「子どもを産み育
てる環境づくり」、「働きがい
のある職場づくり」を進める
ことで、年齢を問わず誰もが
光り輝き、自分の力を生かし
ながら生涯活躍できるまちを
目指します。

“人が輝く”とは
　本市の発展の礎となった別子銅山は、かつて世界
屈指の産銅量を誇り、日本の近代化に大きな役割を
果たしました。また、先人の知恵と精神、尊い努力に
より、本市は、鉱山町から工業都市、ものづくり産業
の集積都市へと発展しました。このまちに生まれ育
った人、生活する人にとって、別子銅山は世界に誇
ることのできるすばらしい地域の宝です。
　その誇りを再認識するとともに、まちのアイデン
ティティとするため、「第五次長期総合計画」の将来
都市像に掲げた『あかがねのまち』の精神を、「第六
次長期総合計画」にも引き継ぎます。

注:あかがねとは、銅のことです。『あかがねのまち』は、本市の発展の礎と
なった別子銅山にちなんで名づけました。

“あかがねのまち”とは

111,000人（令和12年（2030年））
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第１章　将来像第２部 基本構想

３　将来都市構造

将来の都市構造の方針

　まちづくりの主要課題や基本目標を踏まえつつ、人口減少社会を見据えた、本市の将来都市
構造を、以下のように設定します。

将来都市構造図

①都市拠点等における都市機能の維持・増進と連携強化
　広域的な集客機能や生活サービス機能の確保を図っていくためには、拠点地区（都市拠点や地域拠点）にお

ける都市機能の衰退や、人口密度が低い地区等への分散化を抑制していくことが重要です。

　このため、拠点地区の都市機能の維持・増進を図るとともに、拠点地区相互の連携・回遊性の強化や、拠点

地区に移動しやすい交通環境の充実を図ります。

②都市機能集約や公共交通利便性を生かした拠点周辺の居住機能の維持・更新
　空き家・空き地の増加による居住環境の悪化や、人口密度低下による地域経済活動の停滞（店舗等の撤退

など）が懸念され、市街地全体の居住魅力の低下につながらないような適切な対策が必要です。

　このため、人口や生活サービス機能が集積し、公共交通の利便性も高い拠点地区周辺等においては、若者・

子育て世代等の流入にもつながる居住環境の魅力向上を図り、まちなか居住の促進を図ります。

③各地域の特色ある地域資源を生かした居住環境とコミュニティの維持
　市域の各地域に集落等が分散していることから、上記以外の既存集落等においても、居住環境やコミュニ

ティが衰退しないような適切な対策が必要です。

　このため、各地域において、学校、生活サービス施設や周辺の豊かな自然・田園環境を生かしつつ、地域住

民の活動・交流拠点の維持や生活サービス機能、地域コミュニティの維持に努めます。
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山間部
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都市計画道路※

鉄道・駅

都市拠点ゾーン

都市拠点

地域拠点

観光・レクリエーション拠点
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交通・交流拠点

歴史・文化拠点

公有水面埋立地
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（主
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予三
鳥線

（主
）高
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予三
鳥線

（主）新居浜別子山線

（主）新居浜別子山線

いよ西条 ICいよ西条 IC
広域交

流連携
軸

広域交
流連携

軸

新居浜港（本港地区）新居浜港（本港地区）

新居浜港（東港地区）新居浜港（東港地区）

新居浜港（黒島地区）新居浜港（黒島地区）

JR予
讃
線

JR 予
讃
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松山自動
車道
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地域拠点地域拠点

国道 11号国道 11号

新居浜 IC新居浜 IC

国道11号
新居浜バイパス
国道11号
新居浜バイパス

新居浜駅新居浜駅都市拠点都市拠点

中萩駅中萩駅

東予港（東港地区）東予港（東港地区）

地域交
流連携

軸

地域交
流連携

軸

（主）
壬生川

新居浜
野田線

（主）
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新居浜
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第２章　施策の大綱と重点プロジェクト第２部 基本構想

第２章

施策の大綱と重点プロジェクト
１　まちづくりの目標と計画の推進

　第六次長期総合計画では、まちづくりを６つに分類し、それぞれの目標を設定しました。
　また、６つのまちづくりの目標に計画の推進を加えた7つの柱ごとに、それぞれの大枠の取
組方針を示します。

目標１　 未来を創り出す子どもが育つまちづくり
　　　　 （子育て・教育）

» 少子化が急速に進展する中、本市の未来を担う子どもたちが、「生きる力」を身に付け、
社会の激しい変化に流されることなく、社会人として自立し、夢や希望を持ち、健や
かに成長できるよう、行政と学校、家庭、地域が相互に連携・協力しながら、学校教育
や特別支援教育※の充実、教育力の向上を目指します。

» また、安心して子どもを産み、育てていけるよう、子育てに関する相談体制や保育環
境の充実を図るとともに、子どもの貧困や発達障がいへの対応、子育て世代への支援
などのさまざまなニーズに対応したきめ細やかな子育て支援を実施します。

目標１　 未来を創り出す子どもが育つまちづくり
（子育て・教育）

» 年齢や障がいの有無に関わらず、すべての市民が住み慣れた地域でいつまでも安心
して暮らすことができるよう、生活習慣病※や感染症対策などのさまざまな疾病対策
とともに、医療体制の充実と健康づくりに関する意識啓発に努めます。

» また、すべての市民がいつまでもいきいきと生活ができるよう、関係機関と連携を図
り、地域全体で支え合うしくみを構築するとともに、ライフステージ※に応じ、適切な
サービスが受けられるよう、介護サービスや医療供給体制の充実、社会保障の充実に
努めます。

目標２ 　健康で、いきいきと暮らし、支えあうまちづくり
　　　　 （健康・福祉）

目標２ 　健康で、いきいきと暮らし、支えあうまちづくり
（健康・福祉）

» 本市の基幹産業である工業の振興を図るため、ものづくり産業に携わる人材の確保、
育成をはじめ、販路開拓や新事業展開の支援、企業誘致や立地の促進、ＩＣＴ（情報通
信技術）の活用などに努めます。

» また、商業や農林水産業、観光・物産の分野においても、創業や人材育成支援を行う
とともに、生産基盤の整備・ブランド化、地産地消や６次産業化による高付加価値化
に向けた取組を支援することにより、市内において働きやすく、魅力ある職場が数多
く生み出されるまちを目指します。

» 災害や感染症の発生などに対して、産業活動や雇用の維持・継続を支援します。

目標３　活力とにぎわいにみち、魅力ある職場が生み出されるまちづくり
　　　　 （経済・雇用）

目標３　活力とにぎわいにみち、魅力ある職場が生み出されるまちづくり
（経済・雇用）

目標４ 　安全・安心・快適を実感できるまちづくり
　　　　 （都市基盤・防災・防犯・消防）

目標５　人と地域の力で豊かな心を育み、つながり、学び合うまちづくり
　　　　 （人権・協働・社会教育・文化・スポーツ・コミュニティ）

目標６　人と自然が調和した快適に生活できるまちづくり
　　　　 （地球環境・生活環境・上下水道）

計画の推進（持続可能なまちづくりの推進）
 （行財政運営）

将来都市像

－豊かな心で幸せつむぐ－

人が輝く　あかがねのまち　にいはま

◆６つのまちづくりの目標◆
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第２章　施策の大綱と重点プロジェクト第２部 基本構想

第２章

施策の大綱と重点プロジェクト
１　まちづくりの目標と計画の推進

　第六次長期総合計画では、まちづくりを６つに分類し、それぞれの目標を設定しました。
　また、６つのまちづくりの目標に計画の推進を加えた7つの柱ごとに、それぞれの大枠の取
組方針を示します。

目標１　 未来を創り出す子どもが育つまちづくり
　　　　 （子育て・教育）

» 少子化が急速に進展する中、本市の未来を担う子どもたちが、「生きる力」を身に付け、
社会の激しい変化に流されることなく、社会人として自立し、夢や希望を持ち、健や
かに成長できるよう、行政と学校、家庭、地域が相互に連携・協力しながら、学校教育
や特別支援教育※の充実、教育力の向上を目指します。

» また、安心して子どもを産み、育てていけるよう、子育てに関する相談体制や保育環
境の充実を図るとともに、子どもの貧困や発達障がいへの対応、子育て世代への支援
などのさまざまなニーズに対応したきめ細やかな子育て支援を実施します。

目標１　 未来を創り出す子どもが育つまちづくり
（子育て・教育）

» 年齢や障がいの有無に関わらず、すべての市民が住み慣れた地域でいつまでも安心
して暮らすことができるよう、生活習慣病※や感染症対策などのさまざまな疾病対策
とともに、医療体制の充実と健康づくりに関する意識啓発に努めます。

» また、すべての市民がいつまでもいきいきと生活ができるよう、関係機関と連携を図
り、地域全体で支え合うしくみを構築するとともに、ライフステージ※に応じ、適切な
サービスが受けられるよう、介護サービスや医療供給体制の充実、社会保障の充実に
努めます。

目標２ 　健康で、いきいきと暮らし、支えあうまちづくり
　　　　 （健康・福祉）

目標２ 　健康で、いきいきと暮らし、支えあうまちづくり
（健康・福祉）

» 本市の基幹産業である工業の振興を図るため、ものづくり産業に携わる人材の確保、
育成をはじめ、販路開拓や新事業展開の支援、企業誘致や立地の促進、ＩＣＴ（情報通
信技術）の活用などに努めます。

» また、商業や農林水産業、観光・物産の分野においても、創業や人材育成支援を行う
とともに、生産基盤の整備・ブランド化、地産地消や６次産業化による高付加価値化
に向けた取組を支援することにより、市内において働きやすく、魅力ある職場が数多
く生み出されるまちを目指します。

» 災害や感染症の発生などに対して、産業活動や雇用の維持・継続を支援します。

目標３　活力とにぎわいにみち、魅力ある職場が生み出されるまちづくり
　　　　 （経済・雇用）

目標３　活力とにぎわいにみち、魅力ある職場が生み出されるまちづくり
（経済・雇用）

目標４ 　安全・安心・快適を実感できるまちづくり
　　　　 （都市基盤・防災・防犯・消防）

目標５　人と地域の力で豊かな心を育み、つながり、学び合うまちづくり
　　　　 （人権・協働・社会教育・文化・スポーツ・コミュニティ）

目標６　人と自然が調和した快適に生活できるまちづくり
　　　　 （地球環境・生活環境・上下水道）

計画の推進（持続可能なまちづくりの推進）
 （行財政運営）

将来都市像

－豊かな心で幸せつむぐ－

人が輝く　あかがねのまち　にいはま

◆６つのまちづくりの目標◆
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第２章　施策の大綱と重点プロジェクト第２部 基本構想

２　６つのまちづくりの目標に計画の推進を加えた7つの柱ごとの施策

目標１　 未来を創り出す子どもが育つまちづくり
（子育て・教育）

» 妊娠期から子育て期にわたる継続的な母子保健対策の推進に努めます。また、子育て
相談の充実や、援助を必要とする児童・保護者への支援を行うとともに、気軽に親子
が集える場や子どもたちが安心して遊べる場づくりなどに努めます。

» 保育サービスの充実などにより、仕事と子育ての両立を支援し、安心して子どもを産
み育てることができ、子どもが健やかに育つ社会をつくります。

施策１－１ 子ども・子育て支援の充実

» 子育て世代における家庭教育に関する学習・相談機会の充実を図ります。

» 学校、家庭、地域の結びつきを強化するとともに、家庭、地域の教育力の向上と青少年
健全育成を推進し、社会全体で子どもを育てる環境づくりを進めます。

施策１－２ 家庭、地域の教育力の向上

» 地域とともに育つ特色ある学校づくりをすすめるとともに、ＩＣＴ（情報通信技術）
を活用した教育環境の整備など、社会変化に対応した多様な教育を推進し、時代に合
った児童・生徒の生きる力を育みます。

» また、児童・生徒の健全育成のための取組を強化するとともに、安全・安心な教育施
設・教育環境の整備、幼児教育の推進に努めます。

施策１－３ 学校教育の充実

» 障がいや発達課題のある子どもの早期発見、早期支援に努め、乳幼児期から学齢期を
通じ、ライフステージに応じた安心して相談できる体制を整備するとともに、自立に
向けた長期的で一貫した支援の充実を図ります。

» また、特別支援教育の啓発と支援体制の充実に努め、個々の状況に応じたきめ細やか
な支援を行います。

施策１－４ 特別支援教育の充実

» 市民がより一層、安全・安心・快適に生活できるよう、市街地や幹線道路、公園緑地、
公営住宅、港湾などの都市基盤の計画的な整備を進めるとともに、魅力あふれる都市
空間の創出に努めます。

» また、気候変動の影響により頻発化・激甚化が懸念される自然災害や、発生が危惧さ
れる南海トラフ巨大地震※などの大規模災害を想定した防災・減災、国土強靭化の取
組を推進するとともに、感染症対策、交通安全対策や防犯対策など日常的な生活安全
対策の推進、消防体制の充実を図ります。

» 市民一人ひとりが人権についての正しい認識を持ち、すべての市民の人権が尊重さ
れるまちを目指し、さまざまな場での教育活動を推進するとともに、多様な市民・地
域との協働によるまちづくりを進めます。

» また、近代化産業遺産などこれまで培ってきた文化や地域資源を次の世代に継承す
るとともに、生涯学習の充実や、スポーツ、文化芸術活動の振興、男女共同参画社会※、
国際化の推進を通じ、市民一人ひとりの豊かな心を育み、多様な学びや生きがいがあ
ふれるまちを目指します。

» 国連において採択されたSDGsの取組や国の地球温暖化対策計画に基づく2030年
度中期削減目標の達成に向けた取組など、地球規模で環境保全に関する意識が高ま
る中、市民、団体や事業者と連携し、地球温暖化対策など、地球環境の保全と継承に努
めます。

» また、本市の自然環境を保全し、誰もが住みよい衛生的で快適な居住環境の維持・向
上が求められている中、生活環境の保全と調和、循環型社会の実現を目指すとともに、
上下水道事業の推進を図ります。

目標４ 　安全・安心・快適を実感できるまちづくり
（都市基盤・防災・防犯・消防）

目標５　人と地域の力で豊かな心を育み、つながり、学び合うまちづくり
（人権・協働・社会教育・文化・スポーツ・コミュニティ）

目標６　人と自然が調和した快適に生活できるまちづくり
（地球環境・生活環境・上下水道）
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第２章　施策の大綱と重点プロジェクト第２部 基本構想

２　６つのまちづくりの目標に計画の推進を加えた7つの柱ごとの施策

目標１　 未来を創り出す子どもが育つまちづくり
（子育て・教育）

» 妊娠期から子育て期にわたる継続的な母子保健対策の推進に努めます。また、子育て
相談の充実や、援助を必要とする児童・保護者への支援を行うとともに、気軽に親子
が集える場や子どもたちが安心して遊べる場づくりなどに努めます。

» 保育サービスの充実などにより、仕事と子育ての両立を支援し、安心して子どもを産
み育てることができ、子どもが健やかに育つ社会をつくります。

施策１－１ 子ども・子育て支援の充実

» 子育て世代における家庭教育に関する学習・相談機会の充実を図ります。

» 学校、家庭、地域の結びつきを強化するとともに、家庭、地域の教育力の向上と青少年
健全育成を推進し、社会全体で子どもを育てる環境づくりを進めます。

施策１－２ 家庭、地域の教育力の向上

» 地域とともに育つ特色ある学校づくりをすすめるとともに、ＩＣＴ（情報通信技術）
を活用した教育環境の整備など、社会変化に対応した多様な教育を推進し、時代に合
った児童・生徒の生きる力を育みます。

» また、児童・生徒の健全育成のための取組を強化するとともに、安全・安心な教育施
設・教育環境の整備、幼児教育の推進に努めます。

施策１－３ 学校教育の充実

» 障がいや発達課題のある子どもの早期発見、早期支援に努め、乳幼児期から学齢期を
通じ、ライフステージに応じた安心して相談できる体制を整備するとともに、自立に
向けた長期的で一貫した支援の充実を図ります。

» また、特別支援教育の啓発と支援体制の充実に努め、個々の状況に応じたきめ細やか
な支援を行います。

施策１－４ 特別支援教育の充実

» 市民がより一層、安全・安心・快適に生活できるよう、市街地や幹線道路、公園緑地、
公営住宅、港湾などの都市基盤の計画的な整備を進めるとともに、魅力あふれる都市
空間の創出に努めます。

» また、気候変動の影響により頻発化・激甚化が懸念される自然災害や、発生が危惧さ
れる南海トラフ巨大地震※などの大規模災害を想定した防災・減災、国土強靭化の取
組を推進するとともに、感染症対策、交通安全対策や防犯対策など日常的な生活安全
対策の推進、消防体制の充実を図ります。

» 市民一人ひとりが人権についての正しい認識を持ち、すべての市民の人権が尊重さ
れるまちを目指し、さまざまな場での教育活動を推進するとともに、多様な市民・地
域との協働によるまちづくりを進めます。

» また、近代化産業遺産などこれまで培ってきた文化や地域資源を次の世代に継承す
るとともに、生涯学習の充実や、スポーツ、文化芸術活動の振興、男女共同参画社会※、
国際化の推進を通じ、市民一人ひとりの豊かな心を育み、多様な学びや生きがいがあ
ふれるまちを目指します。

» 国連において採択されたSDGsの取組や国の地球温暖化対策計画に基づく2030年
度中期削減目標の達成に向けた取組など、地球規模で環境保全に関する意識が高ま
る中、市民、団体や事業者と連携し、地球温暖化対策など、地球環境の保全と継承に努
めます。

» また、本市の自然環境を保全し、誰もが住みよい衛生的で快適な居住環境の維持・向
上が求められている中、生活環境の保全と調和、循環型社会の実現を目指すとともに、
上下水道事業の推進を図ります。

目標４ 　安全・安心・快適を実感できるまちづくり
（都市基盤・防災・防犯・消防）

目標５　人と地域の力で豊かな心を育み、つながり、学び合うまちづくり
（人権・協働・社会教育・文化・スポーツ・コミュニティ）

目標６　人と自然が調和した快適に生活できるまちづくり
（地球環境・生活環境・上下水道）
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第２章　施策の大綱と重点プロジェクト第２部 基本構想

» 地域や関係機関と連携し、効果的な健康教育・健康相談を実施することにより、ここ
ろと体の健康づくりを推進し、生涯にわたって自らが健康維持・増進に取り組むこ
とができる体制の充実を図ります。

» 救急体制の維持・強化や医師の確保をはじめとした地域医療体制※の充実を図り、災
害、感染症、事故などに対して、誰もが安心して健やかに暮らせる社会をつくります。

施策２－１ 健康づくりと医療体制の充実

» 福祉意識の啓発、福祉拠点の充実、担い手の育成を図るとともに、共に助けあい、支え
あうことで、みんなが住み慣れた地域で安心して生活できる地域共生社会の構築に
努めます。

» また、災害時避難行動要支援者※や生活困窮者を支援します。

施策２－２ 地域福祉の充実

» 障がいの有無にかかわらず、お互いの人格と個性を尊重し、共に暮らせる社会を実現
するため、障がい者への理解と社会参加を促進します。

» 障がい者（児）への各種サービスの充実を図るとともに、生涯にわたる総合的な支援体
制を整備し、障がいがあっても自立した生活を送ることができる社会をつくります。

施策２－３ 障がい者福祉の充実

» 支援が必要な高齢者や介護をしている家族に関する支援を行うとともに、介護予防※

や介護サービスの充実を図ります。

» 地域包括ケアシステムを構築し、包括的に高齢者支援を行うとともに、高齢者の社会参
加促進、成年後見制度※の利用促進などにより、共に支え合う社会づくりを進めます。

施策２－４ 高齢者福祉の充実

» 生活保護を適正に実施し、生活の安定と自立に向けた支援を行います。

» 給付と負担のバランスの取れた介護保険事業を行い、介護保険制度※の円滑な運営に
努めます。

» 生活習慣病の早期発見、発症予防に努め、国民健康保険事業の健全な運営に努めます。

施策２－５ 社会保障の充実

目標２ 　健康で、いきいきと暮らし、支えあうまちづくり
（健康・福祉）

» 若年者のものづくり産業への関心を高めるための取組や技能伝承への支援を行い、
ものづくり産業における人材の確保・育成を支援します。

» 経営体質の強化や企業価値の向上のため、地元企業が取り組む販路開拓、新事業展開、
新製品開発、生産性向上のための設備投資、働きがいのある職場づくりなどへの支援
を行います。また、新たな雇用の場や経済の活力を生み出すため、起業を促進します。

» 新たな企業用地整備に向けた取組を進めるとともに、企業誘致を促進します。

施策３－１ 工業の振興

» 銅夢市場（仮称）や空き店舗の利活用などを通じ、にぎわいと魅力あふれる商店街の
形成を目指します。

» 経済情勢に応じた経営・販売促進・創業への支援に努め、前向きでやる気のある店
舗などを応援します。

施策３－２ 商業の振興

» 企業と求職者とのマッチング※機会の充実を図るとともに、高齢者、女性が働きやす
い職場づくりを支援することにより、産業を支える人材の確保に努めます。

» 働き方改革に関する助成金などの利用促進を通じ、働きやすい環境づくりを支援し
ます。

» 災害や感染症の発生などに対して、産業活動や雇用の維持・継続を支援します。

施策３－３ 雇用環境の充実

» 近代化産業遺産群の魅力向上を図り、中核的な観光資源として活用します。

» 本市ならではの新居浜ブランドの育成・拡大を図るとともに、観光資源の発掘、観光
マーケティング※機能の導入を推進します。

» 新居浜太鼓祭りの観光客受入環境の整備を図るとともに、インバウンド観光客への
ホスピタリティ※の醸成など、受入体制の充実を図ります。 

施策３－４ 観光・物産の振興

目標３　活力とにぎわいにみち、魅力ある職場が生み出されるまちづくり
（経済・雇用）
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第２章　施策の大綱と重点プロジェクト第２部 基本構想

» 地域や関係機関と連携し、効果的な健康教育・健康相談を実施することにより、ここ
ろと体の健康づくりを推進し、生涯にわたって自らが健康維持・増進に取り組むこ
とができる体制の充実を図ります。

» 救急体制の維持・強化や医師の確保をはじめとした地域医療体制※の充実を図り、災
害、感染症、事故などに対して、誰もが安心して健やかに暮らせる社会をつくります。

施策２－１ 健康づくりと医療体制の充実

» 福祉意識の啓発、福祉拠点の充実、担い手の育成を図るとともに、共に助けあい、支え
あうことで、みんなが住み慣れた地域で安心して生活できる地域共生社会の構築に
努めます。

» また、災害時避難行動要支援者※や生活困窮者を支援します。

施策２－２ 地域福祉の充実

» 障がいの有無にかかわらず、お互いの人格と個性を尊重し、共に暮らせる社会を実現
するため、障がい者への理解と社会参加を促進します。

» 障がい者（児）への各種サービスの充実を図るとともに、生涯にわたる総合的な支援体
制を整備し、障がいがあっても自立した生活を送ることができる社会をつくります。

施策２－３ 障がい者福祉の充実

» 支援が必要な高齢者や介護をしている家族に関する支援を行うとともに、介護予防※

や介護サービスの充実を図ります。

» 地域包括ケアシステムを構築し、包括的に高齢者支援を行うとともに、高齢者の社会参
加促進、成年後見制度※の利用促進などにより、共に支え合う社会づくりを進めます。

施策２－４ 高齢者福祉の充実

» 生活保護を適正に実施し、生活の安定と自立に向けた支援を行います。

» 給付と負担のバランスの取れた介護保険事業を行い、介護保険制度※の円滑な運営に
努めます。

» 生活習慣病の早期発見、発症予防に努め、国民健康保険事業の健全な運営に努めます。

施策２－５ 社会保障の充実

目標２ 　健康で、いきいきと暮らし、支えあうまちづくり
（健康・福祉）

» 若年者のものづくり産業への関心を高めるための取組や技能伝承への支援を行い、
ものづくり産業における人材の確保・育成を支援します。

» 経営体質の強化や企業価値の向上のため、地元企業が取り組む販路開拓、新事業展開、
新製品開発、生産性向上のための設備投資、働きがいのある職場づくりなどへの支援
を行います。また、新たな雇用の場や経済の活力を生み出すため、起業を促進します。

» 新たな企業用地整備に向けた取組を進めるとともに、企業誘致を促進します。

施策３－１ 工業の振興

» 銅夢市場（仮称）や空き店舗の利活用などを通じ、にぎわいと魅力あふれる商店街の
形成を目指します。

» 経済情勢に応じた経営・販売促進・創業への支援に努め、前向きでやる気のある店
舗などを応援します。

施策３－２ 商業の振興

» 企業と求職者とのマッチング※機会の充実を図るとともに、高齢者、女性が働きやす
い職場づくりを支援することにより、産業を支える人材の確保に努めます。

» 働き方改革に関する助成金などの利用促進を通じ、働きやすい環境づくりを支援し
ます。

» 災害や感染症の発生などに対して、産業活動や雇用の維持・継続を支援します。

施策３－３ 雇用環境の充実

» 近代化産業遺産群の魅力向上を図り、中核的な観光資源として活用します。

» 本市ならではの新居浜ブランドの育成・拡大を図るとともに、観光資源の発掘、観光
マーケティング※機能の導入を推進します。

» 新居浜太鼓祭りの観光客受入環境の整備を図るとともに、インバウンド観光客への
ホスピタリティ※の醸成など、受入体制の充実を図ります。 

施策３－４ 観光・物産の振興

目標３　活力とにぎわいにみち、魅力ある職場が生み出されるまちづくり
（経済・雇用）
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第２章　施策の大綱と重点プロジェクト第２部 基本構想

» コンパクトで魅力と活力のあるまちづくりを推進するため、計画的な土地利用や、地
域独自の歴史や文化に根ざした良好な景観の保全・創出を図ります。

» ＪＲ新居浜駅周辺における基盤整備を進め、都市拠点の形成を図るとともに、誰もが
安全、快適に利用できる公園緑地の整備を図ります。

施策４－１ 快適で魅力・活力あふれる都市空間の創出

» 幹線道路の交通渋滞解消や通行の安全を確保するとともに、利便性向上のための生
活道路の整備や地域との協働による効率的な維持管理に努めます。

» 歩行者や自転車の安全で快適な通行空間を整備するとともに、関係機関と連携し、道
路交通安全対策を推進します。

施策４－２ 道路の整備

» 計画的な公営住宅の建替え及び改修を実施します。

» 住宅の耐震化や地域内の危険箇所解消、空き家の適正管理などによる安心な住環境
の整備に努めます。

施策４－３ 安心な住宅の整備

» 物流需要や輸送方法の変化などの物流の高度化に対応した公共ふ頭の整備を進めます。

» 大規模地震の発生に備え、施設整備と港湾・海岸保全施設の適切な管理及び長寿命
化を進めます。

» みなとオアシスマリンパーク新居浜を中心とした港のにぎわいづくりを推進します。

施策４－４ 港湾の整備

» 地域防災計画※に基づき、防災・減災対策を強化し、災害に強いまちづくりを進める
とともに、自主防災組織※への支援の充実を図り、地域防災力を強化します。

» 災害に備え、河川・排水施設の適正な維持管理と整備推進に努めます。

» 感染症の発生、拡大に対して、新たな感染者の数が限定的となった場合には、国の方針
に沿って感染拡大を長期的に防ぐための「新しい生活様式」の啓発と普及に努めます。

施策４－５ 防災・減災対策の推進

» 新鮮で安全・安心な農産物の地産地消を推進するとともに、農地の有効活用と環境
にやさしい農業を推進します。

» 県内外からの移住促進による担い手の育成と営農支援体制の確立に努め、次世代へ
伝え育む農業を推進します。

» 農業生産基盤の整備や新たな農産物のブランド化と高付加価値化を推進します。

施策３－５ 農業の振興

» 地球温暖化防止などの環境保全や市民が親しめるふれあいの森林づくりに取り組む
とともに、林業生産基盤の整備を進めます。

» 国・県の補助金を活用し、木材加工業者の施設整備などを支援します。

» 機械化・路網整備による重労働の軽減を図るとともに、担い手育成・新規就労者へ
の支援に努め、林業経営体を育成します。

施策３－６ 林業の振興

» 施設の適正な維持管理や漁場環境の改善に取り組み、漁業生産基盤を整備するとと
もに、漁業協同組合の経営基盤の強化や漁業の担い手への支援に努めます。

» 地元産魚のブランディングや新たな加工品の開発など、水産物の高付加価値化を推
進します。

施策３－７ 水産業の振興

目標４ 　安全・安心・快適を実感できるまちづくり
（都市基盤・防災・防犯・消防）
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第２章　施策の大綱と重点プロジェクト第２部 基本構想

» コンパクトで魅力と活力のあるまちづくりを推進するため、計画的な土地利用や、地
域独自の歴史や文化に根ざした良好な景観の保全・創出を図ります。

» ＪＲ新居浜駅周辺における基盤整備を進め、都市拠点の形成を図るとともに、誰もが
安全、快適に利用できる公園緑地の整備を図ります。

施策４－１ 快適で魅力・活力あふれる都市空間の創出

» 幹線道路の交通渋滞解消や通行の安全を確保するとともに、利便性向上のための生
活道路の整備や地域との協働による効率的な維持管理に努めます。

» 歩行者や自転車の安全で快適な通行空間を整備するとともに、関係機関と連携し、道
路交通安全対策を推進します。

施策４－２ 道路の整備

» 計画的な公営住宅の建替え及び改修を実施します。

» 住宅の耐震化や地域内の危険箇所解消、空き家の適正管理などによる安心な住環境
の整備に努めます。

施策４－３ 安心な住宅の整備

» 物流需要や輸送方法の変化などの物流の高度化に対応した公共ふ頭の整備を進めます。

» 大規模地震の発生に備え、施設整備と港湾・海岸保全施設の適切な管理及び長寿命
化を進めます。

» みなとオアシスマリンパーク新居浜を中心とした港のにぎわいづくりを推進します。

施策４－４ 港湾の整備

» 地域防災計画※に基づき、防災・減災対策を強化し、災害に強いまちづくりを進める
とともに、自主防災組織※への支援の充実を図り、地域防災力を強化します。

» 災害に備え、河川・排水施設の適正な維持管理と整備推進に努めます。

» 感染症の発生、拡大に対して、新たな感染者の数が限定的となった場合には、国の方針
に沿って感染拡大を長期的に防ぐための「新しい生活様式」の啓発と普及に努めます。

施策４－５ 防災・減災対策の推進

» 新鮮で安全・安心な農産物の地産地消を推進するとともに、農地の有効活用と環境
にやさしい農業を推進します。

» 県内外からの移住促進による担い手の育成と営農支援体制の確立に努め、次世代へ
伝え育む農業を推進します。

» 農業生産基盤の整備や新たな農産物のブランド化と高付加価値化を推進します。

施策３－５ 農業の振興

» 地球温暖化防止などの環境保全や市民が親しめるふれあいの森林づくりに取り組む
とともに、林業生産基盤の整備を進めます。

» 国・県の補助金を活用し、木材加工業者の施設整備などを支援します。

» 機械化・路網整備による重労働の軽減を図るとともに、担い手育成・新規就労者へ
の支援に努め、林業経営体を育成します。

施策３－６ 林業の振興

» 施設の適正な維持管理や漁場環境の改善に取り組み、漁業生産基盤を整備するとと
もに、漁業協同組合の経営基盤の強化や漁業の担い手への支援に努めます。

» 地元産魚のブランディングや新たな加工品の開発など、水産物の高付加価値化を推
進します。

施策３－７ 水産業の振興

目標４ 　安全・安心・快適を実感できるまちづくり
（都市基盤・防災・防犯・消防）
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第２章　施策の大綱と重点プロジェクト第２部 基本構想

» 地域住民の要望や時代のニーズに合った生涯学習の内容や、遠隔授業や動画配信な
どによる学びや交流の機会の充実を図るとともに、生涯学習関連施設・設備の計画
的な修繕、維持管理に努めます。また、時代の変化、市民ニーズに対応した図書館機能
の充実を図ります。

» 地域の伝統文化や歴史を、次の世代へ継承するとともに、誰もが生涯にわたり必要な
学習を行い、その成果を生かすことができる生涯学習社会の実現を目指します。

施策５－１ 学習活動の充実

» 市民がさまざまな文化活動を行うための環境整備及び機会の拡充を図り、文化芸術
活動を推進します。

» 老朽化した市民文化センターに代わる新たな施設整備に向けた取組を推進します。

» 文化財※の保存、継承、整備と伝統文化の保存、伝承に努めるとともに、本市の歴史文
化を後世に継承するため、市史編さんを進めます。

施策５－２ 文化芸術の振興と歴史文化の継承

» 多くの市民が体を動かす機会や場所の提供に努め、いつでもどこでも誰でも体を動
かすことが楽しめる生涯スポーツの振興を図ります。

» 指導者の育成や全国大会に出場する選手などの支援による競技スポーツの振興を図
ります。

» 市民が気軽にスポーツを楽しめるよう、既存の体育施設の維持管理に努めるととも
に、総合運動公園基本計画を策定し、新たな施設整備に向けた取組を推進します。

施策５－３ スポーツの振興と競技力の向上　

» 本市固有の地域資源である別子銅山近代化産業遺産の保存活用・整備を促進すると
ともに、各種メディア※などを積極的に活用し、別子銅山の歴史の伝承・情報発信に
努めます。

» 多喜浜塩田文化の歴史の周知、保存、継承に努めるとともに、担い手を育成します。

施策５－４ 近代化産業遺産の保存活用・整備の充実

» 交通安全教育の充実や運転免許返納に関する助成制度の広報に努めるなど、交通安
全対策を推進します。

» 関係機関と連携して、防犯対策を推進するとともに、新たな消費者問題への対応を図
り、消費者の自立支援と相談体制の充実に努めます。

施策４－６ 生活安全対策の推進

» 災害発生時の初動体制の強化や人材育成など、警防体制※の充実を図るとともに、住
宅防火や企業における保安・防災対策など、予防体制の充実を図ります。

» 救急救助資機材の計画的な更新など、救急救助体制の充実を図るとともに、消防団員
の確保や育成のための取組を推進し、消防団の活性化を図ります。

施策４－７ 消防体制の充実

» 市民・事業者との協働により、現在の公共交通を維持するとともに、コンパクトなま
ちづくりを先導する便利で使いやすい公共交通網の形成を図ります。

» 各種交通手段の連携やリアルタイムの運行情報の提供など、新しい移動サービスの
導入を検討し、誰もが安心で便利に移動できる交通体系の確立を目指します。

施策４－８ 運輸交通体系の整備

目標５　人と地域の力で豊かな心を育み、つながり、学び合うまちづくり
（人権・協働・社会教育・文化・スポーツ・コミュニティ）
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第２章　施策の大綱と重点プロジェクト第２部 基本構想

» 地域住民の要望や時代のニーズに合った生涯学習の内容や、遠隔授業や動画配信な
どによる学びや交流の機会の充実を図るとともに、生涯学習関連施設・設備の計画
的な修繕、維持管理に努めます。また、時代の変化、市民ニーズに対応した図書館機能
の充実を図ります。

» 地域の伝統文化や歴史を、次の世代へ継承するとともに、誰もが生涯にわたり必要な
学習を行い、その成果を生かすことができる生涯学習社会の実現を目指します。

施策５－１ 学習活動の充実

» 市民がさまざまな文化活動を行うための環境整備及び機会の拡充を図り、文化芸術
活動を推進します。

» 老朽化した市民文化センターに代わる新たな施設整備に向けた取組を推進します。

» 文化財※の保存、継承、整備と伝統文化の保存、伝承に努めるとともに、本市の歴史文
化を後世に継承するため、市史編さんを進めます。

施策５－２ 文化芸術の振興と歴史文化の継承

» 多くの市民が体を動かす機会や場所の提供に努め、いつでもどこでも誰でも体を動
かすことが楽しめる生涯スポーツの振興を図ります。

» 指導者の育成や全国大会に出場する選手などの支援による競技スポーツの振興を図
ります。

» 市民が気軽にスポーツを楽しめるよう、既存の体育施設の維持管理に努めるととも
に、総合運動公園基本計画を策定し、新たな施設整備に向けた取組を推進します。

施策５－３ スポーツの振興と競技力の向上　

» 本市固有の地域資源である別子銅山近代化産業遺産の保存活用・整備を促進すると
ともに、各種メディア※などを積極的に活用し、別子銅山の歴史の伝承・情報発信に
努めます。

» 多喜浜塩田文化の歴史の周知、保存、継承に努めるとともに、担い手を育成します。

施策５－４ 近代化産業遺産の保存活用・整備の充実

» 交通安全教育の充実や運転免許返納に関する助成制度の広報に努めるなど、交通安
全対策を推進します。

» 関係機関と連携して、防犯対策を推進するとともに、新たな消費者問題への対応を図
り、消費者の自立支援と相談体制の充実に努めます。

施策４－６ 生活安全対策の推進

» 災害発生時の初動体制の強化や人材育成など、警防体制※の充実を図るとともに、住
宅防火や企業における保安・防災対策など、予防体制の充実を図ります。

» 救急救助資機材の計画的な更新など、救急救助体制の充実を図るとともに、消防団員
の確保や育成のための取組を推進し、消防団の活性化を図ります。

施策４－７ 消防体制の充実

» 市民・事業者との協働により、現在の公共交通を維持するとともに、コンパクトなま
ちづくりを先導する便利で使いやすい公共交通網の形成を図ります。

» 各種交通手段の連携やリアルタイムの運行情報の提供など、新しい移動サービスの
導入を検討し、誰もが安心で便利に移動できる交通体系の確立を目指します。

施策４－８ 運輸交通体系の整備

目標５　人と地域の力で豊かな心を育み、つながり、学び合うまちづくり
（人権・協働・社会教育・文化・スポーツ・コミュニティ）
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第２章　施策の大綱と重点プロジェクト第２部 基本構想

» 温室効果ガスの削減、省資源、省エネルギーの推進、再生可能エネルギーの普及啓発
と導入促進などの地球温暖化対策を推進します。

» 環境学習、環境教育などにより市民意識の向上に努め、市民と行政の協働による環境
保全活動を推進します。

施策６－１ 地球環境の保全と継承

» 身近な公害問題に関する意識啓発や、合併処理浄化槽※への転換を推進することなど
により、快適な生活環境の維持・向上に努めます。

» 市営墓地及び墓園の適正管理を行うとともに、利用者のニーズに対応した斎場施設
の運営に努めます。

施策６－２ 生活環境の保全と調和

» ごみの発生抑制と資源循環を推進するとともに、ごみ収集体制の維持や廃棄物処理
施設の計画的な長寿命化を図ることで、適正かつ安定的なごみ処理体制を確立しま
す。

» 時代に呼応した廃棄物処理施設の運営と共同化・広域化等を推進します。

施策６－３ 循環型社会の実現

» 安心して利用できる水道水や安価で利便性の高い工業用水の安定供給、効果効率的
な汚水処理施設の維持管理による下水道の安定処理を進めるとともに、地震や豪雨
などの自然災害に対応できる上下水道施設を整備します。

» コスト縮減、事業の効率化、未収金縮減などにより、上下水道事業の経営基盤を強化
します。

施策６－４ 上下水道事業の推進

» 市民の男女共同参画意識を高めることに努め、性別にかかわりなく誰もが主体的に
あらゆる分野で活躍できる男女共同参画社会の形成を目指します。

» ＤＶに関する総合的な支援を行うため、関係機関との連携の強化、相談体制の充実を
図ります。

施策５－６ 男女共同参画社会の形成

» 地域コミュニティ施設※の整備や維持管理の支援を行うとともに、地域の各種団体等
と連携し、魅力ある地域づくりに向け、コミュニティの活性化を図ります。

» 地域住民による地域課題の解決に向けた地域運営組織の形成を支援し、地域再生へ
の体制づくりを進めます。

施策５－７ 地域コミュニティの充実

» 協働のまちづくりを進めるための推進体制や制度の整備を進めるとともに、ボラン
ティア活動に参加するきっかけづくりや体制づくりに取り組みます。

» まちづくり団体など中間支援組織のコーディネート※やマネジメント※の強化を図る
とともに、団体間の交流・連携を進め、市民活動の活性化、新たな活動・サービスの
創出を図ります。

施策５－８ 多様な主体による協働の推進

» 友好都市※との交流を継続するとともに、市民と外国との交流を推進します。

» 様々な文化が共生した住みやすい社会や地域の国際化のための体制づくりを進めま
す。

施策５－９ 国際化の推進

» 家庭・地域・学校・職場における人権・同和教育の推進・啓発に努めます。

» 人権侵害による被害者を早期に救済するため、人権擁護体制の充実を図り、すべての
市民の人権が尊重され、あたたかい心で交じわりあうことのできる社会をつくります。

施策５－５ 人権の尊重

目標６　人と自然が調和した快適に生活できるまちづくり
（地球環境・生活環境・上下水道）
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第２章　施策の大綱と重点プロジェクト第２部 基本構想

» 温室効果ガスの削減、省資源、省エネルギーの推進、再生可能エネルギーの普及啓発
と導入促進などの地球温暖化対策を推進します。

» 環境学習、環境教育などにより市民意識の向上に努め、市民と行政の協働による環境
保全活動を推進します。

施策６－１ 地球環境の保全と継承

» 身近な公害問題に関する意識啓発や、合併処理浄化槽※への転換を推進することなど
により、快適な生活環境の維持・向上に努めます。

» 市営墓地及び墓園の適正管理を行うとともに、利用者のニーズに対応した斎場施設
の運営に努めます。

施策６－２ 生活環境の保全と調和

» ごみの発生抑制と資源循環を推進するとともに、ごみ収集体制の維持や廃棄物処理
施設の計画的な長寿命化を図ることで、適正かつ安定的なごみ処理体制を確立しま
す。

» 時代に呼応した廃棄物処理施設の運営と共同化・広域化等を推進します。

施策６－３ 循環型社会の実現

» 安心して利用できる水道水や安価で利便性の高い工業用水の安定供給、効果効率的
な汚水処理施設の維持管理による下水道の安定処理を進めるとともに、地震や豪雨
などの自然災害に対応できる上下水道施設を整備します。

» コスト縮減、事業の効率化、未収金縮減などにより、上下水道事業の経営基盤を強化
します。

施策６－４ 上下水道事業の推進

» 市民の男女共同参画意識を高めることに努め、性別にかかわりなく誰もが主体的に
あらゆる分野で活躍できる男女共同参画社会の形成を目指します。

» ＤＶに関する総合的な支援を行うため、関係機関との連携の強化、相談体制の充実を
図ります。

施策５－６ 男女共同参画社会の形成

» 地域コミュニティ施設※の整備や維持管理の支援を行うとともに、地域の各種団体等
と連携し、魅力ある地域づくりに向け、コミュニティの活性化を図ります。

» 地域住民による地域課題の解決に向けた地域運営組織の形成を支援し、地域再生へ
の体制づくりを進めます。

施策５－７ 地域コミュニティの充実

» 協働のまちづくりを進めるための推進体制や制度の整備を進めるとともに、ボラン
ティア活動に参加するきっかけづくりや体制づくりに取り組みます。

» まちづくり団体など中間支援組織のコーディネート※やマネジメント※の強化を図る
とともに、団体間の交流・連携を進め、市民活動の活性化、新たな活動・サービスの
創出を図ります。

施策５－８ 多様な主体による協働の推進

» 友好都市※との交流を継続するとともに、市民と外国との交流を推進します。

» 様々な文化が共生した住みやすい社会や地域の国際化のための体制づくりを進めま
す。

施策５－９ 国際化の推進

» 家庭・地域・学校・職場における人権・同和教育の推進・啓発に努めます。

» 人権侵害による被害者を早期に救済するため、人権擁護体制の充実を図り、すべての
市民の人権が尊重され、あたたかい心で交じわりあうことのできる社会をつくります。

施策５－５ 人権の尊重

目標６　人と自然が調和した快適に生活できるまちづくり
（地球環境・生活環境・上下水道）
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第２章　施策の大綱と重点プロジェクト第２部 基本構想

　人口減少対策を基本とした「第２期新居浜市総合戦略（令和2年3月改訂）」の4つの基本目
標、目標ごとに定める具体的な施策を「重点プロジェクト」として位置付けます。

３　重点プロジェクトの体系

「第２期新居浜市総合戦略」の目指す都市像と４つの基本目標と具体的な施策

目指す都市像 ～住みたい、住み続けたい、あかがねのまちを目指して～

1－1 ものづくり産業の振興 1－2 新産業の創出、創業への支援

1－3 地元産業の振興 1－4 住友各社との連携強化と企業誘致の促進

基本目標１ 新たな雇用の創出と産業を支える人づくりに努め、
地元産業を振興します

基本目標２ 居住地・観光地としての魅力を高め、関係人口※を創出し、
交流人口※・定住人口を拡大します

基本目標３ 浜っ子を増やすため、結婚・出産・子育て支援を
充実するとともに、健康長寿社会を実現します

基本目標４ 市域・組織を越えた連携を進め、
地域特性を踏まえた時代に合ったまちづくりを推進します

» 親しみやすく見やすい市政だよりやホームページによるコミュニケーション型広報※

を推進するとともに、多様な情報提供メディアを利活用します。

» 市政懇談会への幅広い市民の参加を促し、対話型広聴を推進するとともに、情報公開
制度の充実を図り、協働による市民主体の市政を推進します。

施策７－２ 開かれた市政の推進

» 行財政改革を推進し、質の高い行政運営を行うとともに、限られた行政資源の中で多
様な行政需要に対応するための組織の効率化と職員の育成を推進します。

» 行政運営の効率化や歳出削減による財政の健全化を図るため、公共施設などの計画
的な再編を進めるとともに、広域行政圏による発展的事業展開を推進します。

施策７－３ 効果・効率的な自治体経営の推進

» ＩＣＴ（情報通信技術）の利活用により、行政機能の向上に努めます。

» 情報漏洩を防ぐための情報セキュリティ対策を行うとともに、利便性と安全性が確
保されたシステムを整備し、行政サービスの向上を推進します。

施策７－４ ＩＣＴ（情報通信技術）の利活用と市民サービスの向上

» 「過疎地域持続的発展支援計画（仮称）」、「新居浜市山村振興計画」、「新居大島地域振
興計画」、「離島の振興を促進するための新居浜市における産業の振興に関する計画」
に基づく取組を推進します。

施策７－５ 過疎地域及び離島地域の振興

» 移住相談・支援体制の充実を図り、移住・定住を促進するとともに、結婚を望む未婚
の男女の出会い・結婚支援を推進します。

» 各種メディアの利点を生かしたシティプロモーション※や、若年層を中心に本市への
愛着と誇りを感じてもらうための取組を推進することにより、本市のブランド力を
高めます。

施策７－１ 人口減少対策とシティブランド戦略※の推進

計画の推進（持続可能なまちづくりの推進）
（行財政運営）

新居浜市総合戦略

重点プロジェクト
長期総合計画

2－1 移住・定住の促進 2－2 交流人口の拡大

2－3 関係人口の創出・拡大

3－1 少子化対策の充実 3－2 子育て支援の充実

3－4 健康寿命※の延伸3－3 教育環境の整備

4－1 時代に合ったまちづくりの推進 4－2 健康で豊かな生活が送れるまちづくりの推進

4－4 協働のまちづくりの推進4－3 安全・安心のまちづくりの推進

4－5 ３市（新居浜・西条・四国中央）連携の推進
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第２章　施策の大綱と重点プロジェクト第２部 基本構想

　人口減少対策を基本とした「第２期新居浜市総合戦略（令和2年3月改訂）」の4つの基本目
標、目標ごとに定める具体的な施策を「重点プロジェクト」として位置付けます。

３　重点プロジェクトの体系

「第２期新居浜市総合戦略」の目指す都市像と４つの基本目標と具体的な施策

目指す都市像 ～住みたい、住み続けたい、あかがねのまちを目指して～

1－1 ものづくり産業の振興 1－2 新産業の創出、創業への支援

1－3 地元産業の振興 1－4 住友各社との連携強化と企業誘致の促進

基本目標１ 新たな雇用の創出と産業を支える人づくりに努め、
地元産業を振興します

基本目標２ 居住地・観光地としての魅力を高め、関係人口※を創出し、
交流人口※・定住人口を拡大します

基本目標３ 浜っ子を増やすため、結婚・出産・子育て支援を
充実するとともに、健康長寿社会を実現します

基本目標４ 市域・組織を越えた連携を進め、
地域特性を踏まえた時代に合ったまちづくりを推進します

» 親しみやすく見やすい市政だよりやホームページによるコミュニケーション型広報※

を推進するとともに、多様な情報提供メディアを利活用します。

» 市政懇談会への幅広い市民の参加を促し、対話型広聴を推進するとともに、情報公開
制度の充実を図り、協働による市民主体の市政を推進します。

施策７－２ 開かれた市政の推進

» 行財政改革を推進し、質の高い行政運営を行うとともに、限られた行政資源の中で多
様な行政需要に対応するための組織の効率化と職員の育成を推進します。

» 行政運営の効率化や歳出削減による財政の健全化を図るため、公共施設などの計画
的な再編を進めるとともに、広域行政圏による発展的事業展開を推進します。

施策７－３ 効果・効率的な自治体経営の推進

» ＩＣＴ（情報通信技術）の利活用により、行政機能の向上に努めます。

» 情報漏洩を防ぐための情報セキュリティ対策を行うとともに、利便性と安全性が確
保されたシステムを整備し、行政サービスの向上を推進します。

施策７－４ ＩＣＴ（情報通信技術）の利活用と市民サービスの向上

» 「過疎地域持続的発展支援計画（仮称）」、「新居浜市山村振興計画」、「新居大島地域振
興計画」、「離島の振興を促進するための新居浜市における産業の振興に関する計画」
に基づく取組を推進します。

施策７－５ 過疎地域及び離島地域の振興

» 移住相談・支援体制の充実を図り、移住・定住を促進するとともに、結婚を望む未婚
の男女の出会い・結婚支援を推進します。

» 各種メディアの利点を生かしたシティプロモーション※や、若年層を中心に本市への
愛着と誇りを感じてもらうための取組を推進することにより、本市のブランド力を
高めます。

施策７－１ 人口減少対策とシティブランド戦略※の推進

計画の推進（持続可能なまちづくりの推進）
（行財政運営）

新居浜市総合戦略

重点プロジェクト
長期総合計画

2－1 移住・定住の促進 2－2 交流人口の拡大

2－3 関係人口の創出・拡大

3－1 少子化対策の充実 3－2 子育て支援の充実

3－4 健康寿命※の延伸3－3 教育環境の整備

4－1 時代に合ったまちづくりの推進 4－2 健康で豊かな生活が送れるまちづくりの推進

4－4 協働のまちづくりの推進4－3 安全・安心のまちづくりの推進

4－5 ３市（新居浜・西条・四国中央）連携の推進
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第２章　施策の大綱と重点プロジェクト第２部 基本構想

　本計画は、前計画に準拠して、６つのまちづくりの目標を設定しています。それに計画の推進を加え　　　 た7つの柱から構成します。また、人口減少対策を基本とした「第２期新居浜市総合戦略（令和2年3月
改訂）」の4つの基本目標、目標ごとに定める具体的な施策を「重点プロジェクト」として位置付けます。　　　 第六次長期総合計画におけるまちづくりの目標、施策等との対応は次のとおりです。

４　施策の体系

新たな雇用の創出と産業を支える
人づくりに努め、地元産業を振興します
（雇用創出、人づくり、産業振興）

居住地・観光地としての魅力を高め、関係
人口を創出し、交流人口・定住人口を拡大します

（定住人口、交流人口、関係人口）

浜っ子を増やすため、結婚・出産・子育て支援を
充実するとともに、健康長寿社会を実現します
（結婚・出産、子育て支援、教育、健康長寿）

市域を越えた連携を進め、地域特性を踏まえた
時代に合ったまちづくりを推進します
（まちづくり、市域連携、組織連携）

将来都市像

５

　過
疎
地
域
及
び
離
島
地
域
の
振
興

４

　Ｉ
Ｃ
Ｔ（
情
報
通
信
技
術
）の
利
活
用
と
市
民

　
　サ
ー
ビ
ス
の
向
上

３

　効
果
・
効
率
的
な
自
治
体
経
営
の
推
進

２

　開
か
れ
た
市
政
の
推
進

４

　上
下
水
道
事
業
の
推
進

３

　循
環
型
社
会
の
実
現

２

　生
活
環
境
の
保
全
と
調
和

１

　地
球
環
境
の
保
全
と
継
承

９

　国
際
化
の
推
進

８

　多
様
な
主
体
に
よ
る
協
働
の
推
進

７

　地
域
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
充
実

６

　男
女
共
同
参
画
社
会
の
形
成

５

　人
権
の
尊
重

４

　近
代
化
産
業
遺
産
の
保
存
活
用
・
整
備
の
充
実

３

　ス
ポ
ー
ツ
の
振
興
と
競
技
力
の
向
上

２

　文
化
芸
術
の
振
興
と
歴
史
文
化
の
継
承

１

　学
習
活
動
の
充
実

８

　運
輸
交
通
体
系
の
整
備

７

　消
防
体
制
の
充
実

６

　生
活
安
全
対
策
の
推
進

５

　防
災
・
減
災
対
策
の
推
進

４

　港
湾
の
整
備

３

　安
心
な
住
宅
の
整
備

２

　道
路
の
整
備

１

　快
適
で
魅
力
・
活
力
あ
ふ
れ
る
都
市
空
間
の
創
出

７

　水
産
業
の
振
興

６

　林
業
の
振
興

５

　農
業
の
振
興

４

　観
光
・
物
産
の
振
興

３

　雇
用
環
境
の
充
実

２

　商
業
の
振
興

１

　工
業
の
振
興

５

　社
会
保
障
の
充
実

４

　高
齢
者
福
祉
の
充
実

３

　障
が
い
者
福
祉
の
充
実

２

　地
域
福
祉
の
充
実

１

　健
康
づ
く
り
と
医
療
体
制
の
充
実

４

　特
別
支
援
教
育
の
充
実

３

　学
校
教
育
の
充
実

２

　家
庭
、地
域
の
教
育
力
の
向
上

１

　子
ど
も
・
子
育
て
支
援
の
充
実

ま
ち
づ
く
り
の
目
標

施
　
策

計
画
の
推
進

７
　
持
続
可
能
な

　
　
ま
ち
づ
く
り
の
推
進

（
行
財
政
運
営
）

２
　
健
康
で
、い
き
い
き
と

　
　
暮
ら
し
、支
え
あ
う

　
　
ま
ち
づ
く
り

（
健
康
・
福
祉
）

６
　
人
と
自
然
が
調
和
し
た

　
　
快
適
に
生
活
で
き
る

　
　
ま
ち
づ
く
り

（
地
球
環
境
・
生
活
環
境
・
上
下
水
道
）

１
　
未
来
を
創
り
出
す

　
　
子
ど
も
が
育
つ

　
　
ま
ち
づ
く
り

（
子
育
て
・
教
育
）

３
　
活
力
と
に
ぎ
わ
い
に
み
ち
、

　
　
魅
力
あ
る
職
場
が

　
　
生
み
出
さ
れ
る

　
　
ま
ち
づ
く
り

（
経
済
・
雇
用
）

４
　
安
全
・
安
心
・

　
　
快
適
を
実
感
で
き
る

　
　
ま
ち
づ
く
り

（
都
市
基
盤
・
防
災
・
防
犯
・
消
防
）

５
　
人
と
地
域
の
力
で

　
　
豊
か
な
心
を
育
み
、

　
　
つ
な
が
り
、学
び
合
う

　
　
ま
ち
づ
く
り

（
人
権
・
協
働
・
社
会
教
育
・

文
化
・
ス
ポ
ー
ツ
・

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
）

１

　人
口
減
少
対
策
と
シ
テ
ィ
ブ
ラ
ン
ド
戦
略
の
推
進

注：第六次新居浜市長期総合計画の施策と重点プロジェクトの４つの基本目標との関係を示しています。

－豊かな心で幸せつむぐ－　人が輝く　 あかがねのまち　にいはま

重
点
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
と
の
関
係（
新
居
浜
市
総
合
戦
略
）
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第２章　施策の大綱と重点プロジェクト第２部 基本構想

　本計画は、前計画に準拠して、６つのまちづくりの目標を設定しています。それに計画の推進を加え　　　 た7つの柱から構成します。また、人口減少対策を基本とした「第２期新居浜市総合戦略（令和2年3月
改訂）」の4つの基本目標、目標ごとに定める具体的な施策を「重点プロジェクト」として位置付けます。　　　 第六次長期総合計画におけるまちづくりの目標、施策等との対応は次のとおりです。
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人口を創出し、交流人口・定住人口を拡大します
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充実するとともに、健康長寿社会を実現します
（結婚・出産、子育て支援、教育、健康長寿）

市域を越えた連携を進め、地域特性を踏まえた
時代に合ったまちづくりを推進します
（まちづくり、市域連携、組織連携）
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の
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（
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）
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で
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り

（
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）
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に
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づ
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り

（
地
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環
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・
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環
境
・
上
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水
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）

１
　
未
来
を
創
り
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す
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ど
も
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ま
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づ
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り

（
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教
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）
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活
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に
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に
み
ち
、

　
　
魅
力
あ
る
職
場
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（
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）
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感
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５
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く
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・
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進

注：第六次新居浜市長期総合計画の施策と重点プロジェクトの４つの基本目標との関係を示しています。

－豊かな心で幸せつむぐ－　人が輝く　 あかがねのまち　にいはま
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合
戦
略
）
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第２章　施策の大綱と重点プロジェクト第２部 基本構想

施策の体系と　　　　ＳＤＧｓの関係

» 新居浜市の様々な施策は、国際社会全体の開発目標（ＳＤＧs）と結びついており、　　　  本市が持続可能なまちづくりを推進することはＳＤＧsの達成に寄与するものと考えます。
» 次の表は、本市の施策とＳＤＧsの17の目標との対応を「見える化」したもので　　　　 あり、各施策に対応するＳＤＧsの目標のうち、主なものを選定しています。
» 表に示すとおり、本市では、ＳＤＧsの17の目標すべてに対応した施策を推進し　　　　 ています。 

施策体系 SDGsにおける17の目標

将来
都市像 まちづくりの目標 施　　　策

貧困 飢餓 保健 教育 ジェンダー 水・衛生 エネルギー 成長・雇用 イノベーション 不平等 都市 生産・消費 気候変動 海洋資源 陸上資源 平和 実施手段

︱
豊
か
な
心
で
幸
せ
つ
む
ぐ
︱
　
　
人
が
輝
く
　
あ
か
が
ね
の
ま
ち
　
に
い
は
ま

【目標1】
未来を創り出す子どもが育つまち
づくり
（子育て・教育）

1　子ども・子育て支援の充実 ● ●
2　家庭、地域の教育力の向上 ● ● ● ●
3　学校教育の充実 ● ● ●
4　特別支援教育の充実 ● ●

【目標2】
健康で、いきいきと暮らし、支え
あうまちづくり
（健康・福祉）

1　健康づくりと医療体制の充実 ● ●
2　地域福祉の充実 ● ● ● ● ●
3　障がい者福祉の充実 ● ●
4　高齢者福祉の充実 ● ● ●
5　社会保障の充実 ● ● ● ●

【目標3】
活力とにぎわいにみち、魅力ある
職場が生み出されるまちづくり
（経済・雇用）

1　工業の振興 ● ● ●
2　商業の振興 ● ● ●
3　雇用環境の充実 ● ●
4　観光・物産の振興 ● ●
5　農業の振興 ● ● ● ●
6　林業の振興 ● ● ●
7　水産業の振興 ● ● ● ●

【目標4】
安全・安心・快適を実感できるま
ちづくり
（都市基盤・防災・防犯・消防）

1　快適で魅力・活力あふれる都市空間の創出 ● ●
2　道路の整備 ● ●
3　安心な住宅の整備 ● ●
4　港湾の整備 ● ● ● ● ●
5　防災・減災対策の推進 ● ● ●
6　生活安全対策の推進 ● ●
7　消防体制の充実 ● ●
8　運輸交通体系の整備 ● ●

【目標5】
人と地域の力で豊かな心を育み、
つながり、学び合うまちづくり
（人権・協働・社会教育・文化
・スポーツ・コミュニティ）

1　学習活動の充実 ● ● ●
2　文化芸術の振興と歴史文化の継承 ● ● ●
3　スポーツの振興と競技力の向上 ● ●
4　近代化産業遺産の保存活用・整備の充実 ● ●
5　人権の尊重 ● ● ● ● ● ●
6　男女共同参画社会の形成 ● ● ●
7　地域コミュニティの充実 ● ● ●
8　多様な主体による協働の推進 ● ● ●
9　国際化の推進 ● ● ● ●

【目標6】
人と自然が調和した快適に生活で
きるまちづくり
（地球環境・生活環境・上下水道）

1　地球環境の保全と継承 ● ● ● ● ● ●
2　生活環境の保全と調和 ● ● ● ● ● ●
3　循環型社会の実現 ● ● ● ● ●
4　上下水道事業の推進 ● ● ● ● ●

【計画の推進】
持続可能なまちづくりの推進
（行財政運営）

1　人口減少対策とシティブランド戦略の推進 ● ● ● ●
2　開かれた市政の推進 ● ● ●
3　効果・効率的な自治体経営の推進 ● ●
4　ICT（情報通信技術）の利活用と市民サービスの向上 ● ●
5　過疎地域及び離島地域の振興 ● ● ●
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第２章　施策の大綱と重点プロジェクト第２部 基本構想

施策の体系と　　　　ＳＤＧｓの関係

» 新居浜市の様々な施策は、国際社会全体の開発目標（ＳＤＧs）と結びついており、　　　  本市が持続可能なまちづくりを推進することはＳＤＧsの達成に寄与するものと考えます。
» 次の表は、本市の施策とＳＤＧsの17の目標との対応を「見える化」したもので　　　　 あり、各施策に対応するＳＤＧsの目標のうち、主なものを選定しています。
» 表に示すとおり、本市では、ＳＤＧsの17の目標すべてに対応した施策を推進し　　　　 ています。 

施策体系 SDGsにおける17の目標

将来
都市像 まちづくりの目標 施　　　策

貧困 飢餓 保健 教育 ジェンダー 水・衛生 エネルギー 成長・雇用 イノベーション 不平等 都市 生産・消費 気候変動 海洋資源 陸上資源 平和 実施手段

︱
豊
か
な
心
で
幸
せ
つ
む
ぐ
︱
　
　
人
が
輝
く
　
あ
か
が
ね
の
ま
ち
　
に
い
は
ま

【目標1】
未来を創り出す子どもが育つまち
づくり
（子育て・教育）

1　子ども・子育て支援の充実 ● ●
2　家庭、地域の教育力の向上 ● ● ● ●
3　学校教育の充実 ● ● ●
4　特別支援教育の充実 ● ●

【目標2】
健康で、いきいきと暮らし、支え
あうまちづくり
（健康・福祉）

1　健康づくりと医療体制の充実 ● ●
2　地域福祉の充実 ● ● ● ● ●
3　障がい者福祉の充実 ● ●
4　高齢者福祉の充実 ● ● ●
5　社会保障の充実 ● ● ● ●

【目標3】
活力とにぎわいにみち、魅力ある
職場が生み出されるまちづくり
（経済・雇用）

1　工業の振興 ● ● ●
2　商業の振興 ● ● ●
3　雇用環境の充実 ● ●
4　観光・物産の振興 ● ●
5　農業の振興 ● ● ● ●
6　林業の振興 ● ● ●
7　水産業の振興 ● ● ● ●

【目標4】
安全・安心・快適を実感できるま
ちづくり
（都市基盤・防災・防犯・消防）

1　快適で魅力・活力あふれる都市空間の創出 ● ●
2　道路の整備 ● ●
3　安心な住宅の整備 ● ●
4　港湾の整備 ● ● ● ● ●
5　防災・減災対策の推進 ● ● ●
6　生活安全対策の推進 ● ●
7　消防体制の充実 ● ●
8　運輸交通体系の整備 ● ●

【目標5】
人と地域の力で豊かな心を育み、
つながり、学び合うまちづくり
（人権・協働・社会教育・文化
・スポーツ・コミュニティ）

1　学習活動の充実 ● ● ●
2　文化芸術の振興と歴史文化の継承 ● ● ●
3　スポーツの振興と競技力の向上 ● ●
4　近代化産業遺産の保存活用・整備の充実 ● ●
5　人権の尊重 ● ● ● ● ● ●
6　男女共同参画社会の形成 ● ● ●
7　地域コミュニティの充実 ● ● ●
8　多様な主体による協働の推進 ● ● ●
9　国際化の推進 ● ● ● ●

【目標6】
人と自然が調和した快適に生活で
きるまちづくり
（地球環境・生活環境・上下水道）

1　地球環境の保全と継承 ● ● ● ● ● ●
2　生活環境の保全と調和 ● ● ● ● ● ●
3　循環型社会の実現 ● ● ● ● ●
4　上下水道事業の推進 ● ● ● ● ●

【計画の推進】
持続可能なまちづくりの推進
（行財政運営）

1　人口減少対策とシティブランド戦略の推進 ● ● ● ●
2　開かれた市政の推進 ● ● ●
3　効果・効率的な自治体経営の推進 ● ●
4　ICT（情報通信技術）の利活用と市民サービスの向上 ● ●
5　過疎地域及び離島地域の振興 ● ● ●
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　計画の達成度を具体的に判断するため、６つのまちづくりの目標ごとに成果指標（アウトカム）を
設定し、目標値の達成に努めます。

第２章　施策の大綱と重点プロジェクト第２部 基本構想

５　10年後のまちの姿

目標の達成状況を計る成果指標

成果指標 基準値（基準年） 目標値
（令和12年度）

まちづくり共通
» 人口 119,903人（平成27年度） 111,000人（令和12年度）

»「新居浜市の住みごこち」の市民満足度 57.7％（平成30年度） 82.7％（令和12年度）

１．未来を創り出す子どもが育つまちづくり（子育て・教育）
»「子育て支援・教育」に関する市民満足度 19.4％（平成30年度） 50.1％（令和12年度）

» 年間出生数 781人（令和元年） 900人（令和12年）

２．健康で、いきいきと暮らし、支えあうまちづくり（健康・福祉）
»「保健・福祉」に関する市民満足度 27.1％（平成30年度） 51.8％（令和12年度）

» 健康寿命※

※

男性 78.6歳（平成30年度） 79.6歳（令和12年度）

女性 83.2歳（平成30年度） 84.2歳（令和12年度）

３．活力とにぎわいにみち、魅力ある職場が生み出されるまちづくり（経済・雇用）
» 入込観光客※数（1月～12月） 2,635,659人（令和元年）3,110,000人（令和12年）

» 製造品出荷額等 7,024億円（平成28年度） 7,500億円（令和12年度）

４．安全・安心・快適を実感できるまちづくり（都市基盤・防災・防犯・消防）
»「都市基盤・開発」に関する市民満足度 16.2％（平成30年度） 40.5％（令和12年度）

»「暮らしの安全安心」に関する市民満足度 30.2％（平成30年度） 52.8％（令和12年度）

» 都市計画道路整備率※ 57.7％（令和元年度） 64.6％（令和12年度）

５．人と地域の力で豊かな心を育み、つながり、学び合うまちづくり
　　（人権・協働・社会教育・文化・スポーツ・コミュニティ）
» 新居浜市女性活躍等推進事業所認証数（累計） 12事業所（令和元年度） 50事業所（令和12年度）

»「地域コミュニティ」に関する市民満足度 11.3％（平成30年度） 46.7％（令和12年度）

６．人と自然が調和した快適に生活できるまちづくり
　　（地球環境・生活環境・上下水道）
» 1人1日当たりの家庭系ごみ排出量（資源ごみを除く） 640ｇ（令和元年度） 540ｇ（令和12年度）

»「生活の快適さ・便利さ」に関する市民満足度 38.1％（平成30年度） 56.4％（令和12年度）
※市民満足度……平成30年度に実施した「新居浜市民意向調査」において、行政施策ごとの満足度について、５段階評価（満足、やや満足、どちらと

もいえない、やや不満、不満）で回答していただいており、５段階評価のうち、「満足、やや満足」と回答していただいた人の割合を
満足度としています。（基準値・平成30年度）
今後、10年間で様々な施策に取り組むことで、各行政分野における満足度の向上を目指し、令和12年度までに、平成30年度時点
で「どちらともいえない」と回答した人（割合）の半数が「やや満足」に移行することを目指し、それが達成された場合の満足度を目
標値（令和12年度）として設定しました。

※健康寿命……健康上の問題で日常生活が制限されることなく生活できる期間。
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第２章　施策の大綱と重点プロジェクト第２部 基本構想

　基本構想の体系を以下に示します。

６　基本構想の体系

基本構想　　　　の体系

時
代
の
潮
流

－豊かな心で幸せつむぐ－

人が輝く
あかがねのまち
にいはま

実
施
計
画

» 人口減少、少子・超高齢社会
施

　
　策

成
果
指
標

» 「子育て支援・教育」に関する市民満足度
» 年間出生数

» 成長から成熟への社会経済の変化

» 高度情報ネットワーク化とグローバル化

» 環境に関する意識の変化

» 安全・安心に関する意識の高まり

» コミュニティの変容

市
民
の
声

» 市民意向調査
» 本市出身者意向調査
» 団体アンケート調査
» 企業アンケート調査
» 都市イメージに関するアンケート調査
» 子ども・子育てに関するニーズ調査
» 高校生まちづくりワークショップ
» 新居浜市内で働く若者との懇談会

本
市
の
概
況
・
特
性

» 本市の位置、交通環境
» 本市の成り立ちと特徴
» 人口・世帯数
» 出生・死亡、転入・転出の推移
» 産業別就業者比率の動向

» 本市の特性・外部環境
» 類似都市分析でみる本市の特徴

本
市
の
主
要
課
題

» 人口減少、超高齢社会への対応
» 保健、医療、福祉サービスの充実
» 子育て世代などへの支援の充実と
　協働のまちづくりの推進
» 地球環境・生活環境の保全
» 産業の振興と雇用の創出

» 効果効率的な行財政運営・高度情報
ネットワーク化等への対応 

» 安全・安心・快適な都市基盤の整備

将
来
都
市
像

ま
ち
づ
く
り
の
目
標

≪将来目標人口≫

１11,000人（令和12年度）
基
本
指
標

未来を創り出す子どもが
育つまちづくり

目
標
１

健康で、いきいきと暮らし、
支えあうまちづくり

目
標
２

活力とにぎわいにみち、
魅力ある職場が
生み出されるまちづくり

目
標
３

安全・安心・快適を
実感できるまちづくり

目
標
４

人と地域の力で
豊かな心を育み、つながり、
学び合うまちづくり

目
標
５

人と自然が調和した快適に
生活できるまちづくり

目
標
６

目標１ 未来を創り出す子どもが育つまちづくり（子育て・教育）

施

　
　策

成
果
指
標

» 「保健・福祉」に関する市民満足度
» 健康寿命（男性・女性）

目標２ 健康で、いきいきと暮らし、支えあうまちづくり（健康・福祉）

施

　
　策

１．工業の振興
２．商業の振興
３．雇用環境の充実
４．観光・物産の振興

５．農業の振興
６．林業の振興
７．水産業の振興

成
果
指
標

» 入込観光客数（１月～ 12月）
» 製造品出荷額等

目標３
（経済・雇用）
活力とにぎわいにみち、魅力ある職場が生み出されるまちづくり

施

　
　策

成
果
指
標

» 「都市基盤・開発」に関する市民満足度
» 「暮らしの安全安心」に関する市民満足度
» 都市計画道路整備率

目標４
（都市基盤・防災・防犯・消防）
安全・安心・快適を実感できるまちづくり

１．快適で魅力・活力あふ
れる都市空間の創出

２．道路の整備
３．安心な住宅の整備
４．港湾の整備

５．防災・減災対策の推進
６．生活安全対策の推進
７．消防体制の充実
８．運輸交通体系の整備

施

　
　策

成
果
指
標

» 新居浜市女性活躍等推進事業所認証数
» 「地域コミュニティ」に関する市民満足度

目標５
（人権・協働・社会教育・文化・スポーツ・コミュニティ）
人と地域の力で豊かな心を育み、つながり、学び合うまちづくり

１．学習活動の充実
２．文化芸術の振興と歴
史文化の継承

３．スポーツの振興と競
技力の向上

４．近代化産業遺産の保
存活用・整備の充実

５．人権の尊重
６．男女共同参画社会の形成
７．地域コミュニティの充実
８．多様な主体による協働
の推進

９．国際化の推進

１．健康づくりと医療体制
の充実

２．地域福祉の充実
３．障がい者福祉の充実

４．高齢者福祉の充実
５．社会保障の充実

施

　
　策

成
果
指
標

» 1人1日当たりの家庭系ごみ排出量（資源ごみを除く）
» 「生活の快適さ・便利さ」に関する市民満足度

目標６
（地球環境・生活環境・上下水道）
人と自然が調和した快適に生活できるまちづくり

１．地球環境の保全と継承
２．生活環境の保全と調和
３．循環型社会の実現
４．上下水道事業の推進

施

　
　策

計画の推進 持続可能なまちづくりの推進（行財政運営）

１．人口減少対策とシティブランド戦略の推進
２．開かれた市政の推進
３．効果・効率的な自治体経営の推進
４．ICT（情報通信技術）の利活用と市民サービスの向上
５．過疎地域及び離島地域の振興

基
本
計
画

１．子ども子育て支援の充実
２．家庭、地域の教育力の向上
３．学校教育の充実
４．特別支援教育の充実

まちの将来像と目標 ６つのまちづくりの目標に計画の推進を加えた７つの柱ごとの施策まちの将来像と目標

「本市の住みごこち」の市民満足度
　82.7％（令和12年度）

６つのまちづくりの目標に計画の推進を加えた７つの柱ごとの施策計画策定の背景計画策定の背景

基本構想における成果指標　計16項目
基本計画における成果指標　計128項目
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第２章　施策の大綱と重点プロジェクト第２部 基本構想

　基本構想の体系を以下に示します。

６　基本構想の体系

基本構想　　　　の体系

時
代
の
潮
流

－豊かな心で幸せつむぐ－

人が輝く
あかがねのまち
にいはま

実
施
計
画

» 人口減少、少子・超高齢社会
施

　
　策

成
果
指
標

» 「子育て支援・教育」に関する市民満足度
» 年間出生数

» 成長から成熟への社会経済の変化

» 高度情報ネットワーク化とグローバル化

» 環境に関する意識の変化

» 安全・安心に関する意識の高まり

» コミュニティの変容

市
民
の
声

» 市民意向調査
» 本市出身者意向調査
» 団体アンケート調査
» 企業アンケート調査
» 都市イメージに関するアンケート調査
» 子ども・子育てに関するニーズ調査
» 高校生まちづくりワークショップ
» 新居浜市内で働く若者との懇談会

本
市
の
概
況
・
特
性

» 本市の位置、交通環境
» 本市の成り立ちと特徴
» 人口・世帯数
» 出生・死亡、転入・転出の推移
» 産業別就業者比率の動向

» 本市の特性・外部環境
» 類似都市分析でみる本市の特徴

本
市
の
主
要
課
題

» 人口減少、超高齢社会への対応
» 保健、医療、福祉サービスの充実
» 子育て世代などへの支援の充実と
　協働のまちづくりの推進
» 地球環境・生活環境の保全
» 産業の振興と雇用の創出

» 効果効率的な行財政運営・高度情報
ネットワーク化等への対応 

» 安全・安心・快適な都市基盤の整備

将
来
都
市
像

ま
ち
づ
く
り
の
目
標

≪将来目標人口≫

１11,000人（令和12年度）
基
本
指
標

未来を創り出す子どもが
育つまちづくり

目
標
１

健康で、いきいきと暮らし、
支えあうまちづくり

目
標
２

活力とにぎわいにみち、
魅力ある職場が
生み出されるまちづくり

目
標
３

安全・安心・快適を
実感できるまちづくり

目
標
４

人と地域の力で
豊かな心を育み、つながり、
学び合うまちづくり

目
標
５

人と自然が調和した快適に
生活できるまちづくり

目
標
６

目標１ 未来を創り出す子どもが育つまちづくり（子育て・教育）

施

　
　策

成
果
指
標

» 「保健・福祉」に関する市民満足度
» 健康寿命（男性・女性）

目標２ 健康で、いきいきと暮らし、支えあうまちづくり（健康・福祉）

施

　
　策

１．工業の振興
２．商業の振興
３．雇用環境の充実
４．観光・物産の振興

５．農業の振興
６．林業の振興
７．水産業の振興

成
果
指
標

» 入込観光客数（１月～ 12月）
» 製造品出荷額等

目標３
（経済・雇用）
活力とにぎわいにみち、魅力ある職場が生み出されるまちづくり

施

　
　策

成
果
指
標

» 「都市基盤・開発」に関する市民満足度
» 「暮らしの安全安心」に関する市民満足度
» 都市計画道路整備率

目標４
（都市基盤・防災・防犯・消防）
安全・安心・快適を実感できるまちづくり

１．快適で魅力・活力あふ
れる都市空間の創出

２．道路の整備
３．安心な住宅の整備
４．港湾の整備

５．防災・減災対策の推進
６．生活安全対策の推進
７．消防体制の充実
８．運輸交通体系の整備

施

　
　策

成
果
指
標

» 新居浜市女性活躍等推進事業所認証数
» 「地域コミュニティ」に関する市民満足度

目標５
（人権・協働・社会教育・文化・スポーツ・コミュニティ）
人と地域の力で豊かな心を育み、つながり、学び合うまちづくり

１．学習活動の充実
２．文化芸術の振興と歴
史文化の継承

３．スポーツの振興と競
技力の向上

４．近代化産業遺産の保
存活用・整備の充実

５．人権の尊重
６．男女共同参画社会の形成
７．地域コミュニティの充実
８．多様な主体による協働
の推進

９．国際化の推進

１．健康づくりと医療体制
の充実

２．地域福祉の充実
３．障がい者福祉の充実

４．高齢者福祉の充実
５．社会保障の充実

施

　
　策

成
果
指
標

» 1人1日当たりの家庭系ごみ排出量（資源ごみを除く）
» 「生活の快適さ・便利さ」に関する市民満足度

目標６
（地球環境・生活環境・上下水道）
人と自然が調和した快適に生活できるまちづくり

１．地球環境の保全と継承
２．生活環境の保全と調和
３．循環型社会の実現
４．上下水道事業の推進

施

　
　策

計画の推進 持続可能なまちづくりの推進（行財政運営）

１．人口減少対策とシティブランド戦略の推進
２．開かれた市政の推進
３．効果・効率的な自治体経営の推進
４．ICT（情報通信技術）の利活用と市民サービスの向上
５．過疎地域及び離島地域の振興

基
本
計
画

１．子ども子育て支援の充実
２．家庭、地域の教育力の向上
３．学校教育の充実
４．特別支援教育の充実

まちの将来像と目標 ６つのまちづくりの目標に計画の推進を加えた７つの柱ごとの施策まちの将来像と目標

「本市の住みごこち」の市民満足度
　82.7％（令和12年度）

６つのまちづくりの目標に計画の推進を加えた７つの柱ごとの施策計画策定の背景計画策定の背景

基本構想における成果指標　計16項目
基本計画における成果指標　計128項目
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